
電話相談

SNS相談窓口

もしあなたが先の見えない不安や、生きづらさを感じるなどの様々な
こころの悩みを抱えていたら、その悩みを相談してみませんか。
電話では相談しづらい方には、LINEなどのSNSでも相談できます。

広報ちの　2021.311

こころの健康づくり　　３月は自殺対策強化月間です。

消えてしまいたい、家族や知人に死にたいと訴える人がいる、身内が自死して辛くてどう
しようもないなど自殺に関する相談

☎ 0570-064-556（平日　午前9時30分から午後4時
　　　　　　　　　　　　　　午後6時30分から午後10時）

こころの健康相談統一ダイヤル

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/kokoro_dial.html

よりそいホットライン

https://www.since2011.net/yorisoi/

・暮らしの悩みごと　・悩みを聞いて欲しい方
・DV・性暴力などの相談をしたい方　・外国語による相談をしたい方　など

どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決できる方法を探します。

 

☎ 0120-279-338　24時間対応

いのちの電話（一般社団法人日本いのちの電話連盟）

https://www.inochinodenwa.org/

☎ 0570-783-556

☎ 0120-783-556

毎日 午前10時から午後10時まで

毎日 午後４時から午後９時まで
毎月10日 午前８時から翌日午前８時まで

NPO法人自殺対策支援センター ライフリンク

「生きづらびっと」「よりそいチャット」などのＳＮＳやチャットによる自殺防止の相談を
行い、必要に応じて電話や対面による支援や居場所活動等へのつなぎも行います。

LINE @yorisoi-chat　Twitter @yorisoichat　チャット https://yorisoi-chat.jp/ 

相談時間 月・火・木・金・日：午後５時から午後10時30分（午後10時まで受付）
　　　　　　　　水：午前11時から午後４時30分（午後４時まで受付）

茅野市ではメンタルヘルス出張講座とこころの健康相談を実施しています。
お問い合わせ　健康づくり推進課（健康管理センター内）

　　 ☎0266-82-0105（平日　午前８時30分から午後５時15分）

福祉医療給付金の受給者で医療費の支払いが困難な方に対して、医療費の支払いに充てる資金を貸付ける制度
があります。
下記要件に該当し、貸付を希望される場合は、事前に申請が必要です。事後申請はできませんので、まずは医
療保険・年金係までご相談ください。
【要件】
・福祉医療給付金の受給者
・住民税非課税世帯

国保被保険者の皆さんへ
人間ドック受診には補助があります。

問い合わせ　高齢者・保険課　医療保険・年金係　☎72-2101（内線323・325）

広報ちの　2021.3 10

健康保険の扶養家族
社会保険など勤務先の健康保険加入者に扶養されているご家族の方は、その
健康保険に加入することとなっています。
ご家族の中に、会社へ勤めている方がいる場合には、条件が満たされていれば、
勤めている方の加入している健康保険に扶養家族として加入することができます。
勤務先で加入する健康保険の保険料は、給与によって計算され、勤めている方が
保険料を支払いますので、被扶養者の人数が増えても保険料の額に変更はありません。
勤務先の健康保険加入に必要な条件は、次のとおりです。
　①３親等以内の親族であること。
　②１年間の収入が
　　・60歳未満で130万円未満の方
　　・60歳以上で180万円未満の方
　③勤務先の認定
条件①②に該当すると思われる方は勤務先の健康保険担当者にご相談ください。

福祉医療費給付金制度
福祉医療費給付金制度は、医療費の自己負担額の一部を市が助成する制度です。
資格要件に該当する人には、福祉医療費受給者証が交付されますので申請してください。
【資格要件】
・こども（中学校卒業まで）　 ・身体障害者手帳３級以上　・精神障害者保健福祉手帳２級以上
・特別児童扶養手当２級以上　・療育手帳Ｂ１以上
・障害年金１級以上（65歳以上で後期高齢者医療制度加入者は２級以上） ・母子家庭、父子家庭
・75歳以上低所得世帯高齢者
※詳細につきましては、医療保険・年金係（内線322）までお問い合わせください。

福祉医療費貸付制度について

国保では、加入者（35歳以上の方）の疾病予防と健康管理のため、人間ドックの受診料の一部を補助します。
【対象者】
・人間ドック受診時に国民健康保険に加入している35歳から74歳までの方
・国民健康保険税に滞納のない世帯の方
【対象となるドック】
・特定健診の検査項目を全て含む人間ドックが補助対象となります。
・脳ドック等の専門ドックのみの検査費用については補助の対象となりません。
【補助額】
☆日帰りドック　　15,000円
☆１泊２日ドック　30,000円
補助を受けるには、人間ドック受診後に申請書および請求書の提出が必要です。
※補助の回数は１人に対し、年度内に１回です。
【申請および請求に必要なもの】
　・国民健康保険証
　・人間ドックの領収書
　・振込口座のわかるもの（預金通帳など）
　・印かん
【申請期間】　受診日の翌日から１年間
※特定健康診査受診率の向上のため、人間ドック受診結果の提出にご協力ください。
※申請書は、高齢者・保険課（１階８番窓口）にありますので、お申し出ください。
　（ホームページからもダウンロードできます。）
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